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基
準
地
価
は
１
・
４
％
上
昇

景
気
回
復
、
３
年
連
続
上
昇

国
土
交
通
省
が
７
月
１
日
時
点

の
都
道
府
県
地
価
調
査
（
基
準
地

価
）
で
は
、
全
国
の
住
宅
地
・
商

業
地
を
含
む
全
用
途
平
均
は
前
年

比
１
・
４
％
上
昇
し
、
３
年
連
続

プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。
景
気
回
復
を

受
け
て
全
体
的
に
上
昇
基
調
が
強

ま
っ
て
お
り
、
伸
び
率
は
１
９
９

１
年
（
３
・
１
％
）
以
来
の
大
き

さ
と
な
っ
た
。

用
途
別
で
は
、
全
国
平
均
で
商

業
地
が
同
２
・
４
％
上
昇
し
た
。

３
年
連
続
の
プ
ラ
ス
で
、
前
年
の

１
・
５
％
か
ら
上
昇
率
が
拡
大
し

た
。
主
要
都
市
で
店
舗
・
ホ
テ
ル

な
ど
の
需
要
が
堅
調
で
、
オ
フ
ィ

ス
に
つ
い
て
も
空
室
率
の
低
下
や

賃
料
の
上
昇
傾
向
な
ど
も
あ
り
、

収
益
性
が
向
上
し
地
価
が
上
昇
し

て
い
る
。

住
宅
地
は
全
国
平
均
で
同
０
・

９
％
上
昇
。
３
年
連
続
プ
ラ
ス
で
、

前
年
の
０
・
７
％
か
ら
上
昇
率
が

拡
大
し
た
。

工
業
地
は
同
３
・
４
％
上
昇
し
、

７
年
連
続
の
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。

中
小
企
業
向
け
「
賃
上
げ
促
進

税
制
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
公
表

中
小
企
業
庁
は
、
中
小
企
業
向

け
「
賃
上
げ
促
進
税
制
」
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
を
公
表
し
た
。

今
回
公
表
さ
れ
た
中
小
企
業
向

け
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
、
基
本
と

な
る
「
制
度
概
要
」
や
「
用
語
の

説
明
」、「
制
度
の
詳
細
」、「
よ
く

あ
る
ご
質
問
」
等
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

中
小
企
業
向
け
「
賃
上
げ
促
進

税
制
」
は
、
中
小
企
業
が
一
定
の

要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
前
年
度

よ
り
給
与
等
の
支
給
額
を
増
加
さ

せ
た
場
合
、
そ
の
増
加
額
の
一
部

を
法
人
税
（
個
人
事
業
主
は
所
得

税
）
か
ら
税
額
控
除
で
き
る
制
度
。

増
加
額
の
１５
％
〜
最
大
４５
％
に
つ

い
て
、
法
人
税
額
ま
た
は
所
得
税

額
が
減
額
さ
れ
る
。

・「
賃
上
げ
促
進
税
制
」
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク

https://w
w
w
.chusho.m

eti.
go.jp/zaim

u/zeisei/syotok
ukakudai/chinnagesokushi
n06gudebook.pdf

免
税
事
業
者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録

Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
は
７３
・
３
％
が
登
録

日
本
商
工
会
議
所
が
発
表
し
た

「
中
小
企
業
に
お
け
る
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
、
電
子
帳
簿
保
存
法
、
バ

ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務
の
実
態
調

査
」
に
よ
る
と
、
制
度
導
入
前
に

免
税
事
業
者
で
あ
っ
た
事
業
者
の

う
ち
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

登
録
を
行
っ
た
の
は
、
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ

中
心
の
事
業
者
で
は
７３
・
３
％
、

Ｂ
ｔ
ｏ
Ｃ
中
心
の
事
業
者
で
は

２４
・
９
％
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。イ

ン
ボ
イ
ス
登
録
を
行
わ
な

か
っ
た
主
な
理
由（
複
数
回
答
）と

し
て
は
、「
新
た
な
事
務
負
担
が

発
生
」（
５７
・
１
％
）、「
新
た
な
税

負
担
が
発
生
」（
４７
・
１
％
）
が

多
く
を
占
め
、「
取
引
先
か
ら
の

要
請
が
な
か
っ
た
」
も
３４
・
３
％

あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
登

録
を
行
わ
な
か
っ
た
免
税
事
業
者

の
う
ち
、
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
中
心
事
業
者

の
６４
・
０
％
が
今
後
登
録
を
検
討
、

Ｂ
ｔ
ｏ
Ｃ
中
心
事
業
者
の
約
７
割

（
６９
・
５
％
）が
今
後
も
申
請
を
行

わ
な
い
意
向
を
示
し
て
い
る
。

約
束
手
形

将
来
の
支
払
い
を
約
束
す

る
有
価
証
券
の
こ
と
。近
年
、

決
済
の
電
子
化
が
進
む
中
で

紙
の
約
束
手
形
の
利
用
が
減

少
し
て
い
る
。

約
束
手
形
は
、
現
金
が
手

元
に
入
る
ま
で
の
期
間
が
長

く
、
支
払
期
限
前
に
現
金
化

す
る
際
の
割
引
料
が
高
い
な

ど
、
取
引
上
の
立
場
の
弱
い

受
注
側
企
業
に
対
す
る
資
金

繰
り
の
し
わ
寄
せ
に
な
っ
て

い
る
ほ
か
、
紙
の
約
束
手
形

は
紛
失
の
リ
ス
ク
も
あ
る
。

大
手
銀
行
３
行
は
、
紙
の

約
束
手
形
の
新
た
な
発
行
を

来
年
度
中
に
終
了
す
る
と
発

表
し
た
。
各
行
は
銀
行
振
込

な
ど
へ
の
切
り
替
え
を
働
き

か
け
て
い
る
。
仮
に
す
ぐ
に

振
込
払
い
に
移
行
で
き
な
い

場
合
に
は
少
な
く
と
も
手
形

を
電
子
化
し
た
「
電
子
記
録

債
権
」
へ
の
移
行
を
促
し
て

い
る
。

税
理
士
法
人
原
会
計
事
務
所

原
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務
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（１１月号） （２）

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度

相
続
し
た
不
要
な
土
地

―
２
０
２
３
年
４
月
に
制
度
創
設

土
地
を
相
続
し
た
も
の
の
、「
遠
く
に
住
ん
で
い
る
た
め
利
用
で
き
な
い
」「
維
持

管
理
の
負
担
が
大
き
い
」
な
ど
の
理
由
で
土
地
を
手
放
し
た
い
と
考
え
る
人
が
増
え

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
２
０
２
３
年
４
月
２７
日
か
ら
「
相

続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
同
制
度
は
、
相
続
ま
た
は
遺
贈
（
遺

言
に
よ
る
相
続
）
に
よ
っ
て
土
地
を
相
続
し
た
人
が
、
一
定
の
要
件
の
も
と
、
土
地

を
手
放
し
て
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
で
す
。
そ
こ
で
今
号
は
、

「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」
の
概
要
を
取
り
上
げ
ま
す
。

近
年
、
誰
が
所
有
者
な
の
か
分
か
ら
な

い
「
所
有
者
不
明
土
地
」
が
増
加
し
て
お

り
、
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
所
有
者
不
明
土
地
」は
、
地
域
の
景
観
や

環
境
に
悪
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、

固
定
資
産
税
の
滞
納
も
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発

生
を
未
然
に
防
ぐ
方
策
と
し
て
創
設
さ
れ

た
の
が「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」で
す
。

同
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
相
続
で
取
得

し
た
も
の
の
、
活
用
や
管
理
に
困
っ
て
い

る
土
地
を
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
（
国
に
引

き
取
っ
て
も
ら
う
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

土
地
を
国
に
引
き
取
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、

維
持
管
理
に
か
か
る
費
用
や
固
定
資
産
税

の
負
担
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
国
が
適
切
に

管
理
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
土
地
利
用
の

改
善
も
期
待
で
き
ま
す
。

制
度
開
始
前
は
、
使
わ
な
い
土
地
を
含

め
て
相
続
す
る
、
ま
た
は
不
要
な
土
地
以

外
の
資
産
も
含
め
て
相
続
放
棄
す
る
方
法

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
同
制
度
で

は
、
不
要
な
土
地
だ
け
を
手
放
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
ど
ん
な
土
地
で
あ
っ
て
も
国

に
引
き
取
っ
て
も
ら
え
る
わ
け
で
は
な
く
、

土
地
以
外
の
物
が
地
上
や
地
下
に
残
っ
て

い
た
り
、
管
理
に
過
分
な
費
用
や
労
力
が

か
か
る
土
地
な
ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
適
用
さ
れ
な
い
土
地
に
つ
い
て
■

対
象
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
厳
し

い
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
申
請
段

階
で
却
下
と
な
る
要
件
と
、
該
当
す
る
と

判
断
さ
れ
た
場
合
に
不
承
認
と
な
る
要
件

の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

【
却
下
要
件
】

・
土
地
に
建
物
や
工
作
物
が
存
在
す
る

・
担
保
権
な
ど
が
設
定
さ
れ
て
い
る

・
土
壌
が
汚
染
さ
れ
て
い
る

・
境
界
が
明
ら
か
で
な
い

・
所
有
権
や
範
囲
で
争
い
が
あ
る

例
え
ば
、仮
に
建
物
が
あ
る
土
地
で
、こ

の
制
度
を
利
用
し
た
い
場
合
、
建
物
を
取

り
壊
し
て
更
地
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
不
承
認
要
件
】

ま
た
、
前
述
の
条
件
を
満
た
し
て
い
て

も
、
下
記
に
該
当
す
る
よ
う
な
土
地
は
申

請
し
て
も
不
承
認
に
な
る
可
能
性
が
高
い

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

・
が
け
地

・
公
道
か
ら
遠
い
な
ど
、
簡
単
に
物
を
撤

去
で
き
な
い
土
地

・
土
の
中
に
何
か
が
埋
ま
っ
て
い
る
土
地

そ
の
他
、
通
常
の
管
理
処
分
で
過
分
な

費
用
が
か
か
る
土
地
は
、
申
請
を
出
し
て

も
不
承
認
に
な
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。

■
利
用
で
き
る
人
■

こ
の
制
度
を
利
用
で
き
る
の
は
「
相
続

ま
た
は
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
し
た

人
」
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
売
買
や
贈
与

に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
土
地
や
法
人
所
有

の
土
地
は
原
則
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

共
同
名
義
で
相
続
し
た
場
合
は
、
共
有

者
全
員
が
共
同
で
申
請
を
行
え
ば
、
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
兄
弟

姉
妹
で
共
有
し
て
い
る
土
地
の
場
合
は
、

全
員
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
費
用
に
つ
い
て
■

申
請
時
に
審
査
手
数
料
の
納
付
の
ほ
か
、

承
認
を
受
け
た
場
合
の
負
担
金
に
つ
い
て

は
、
１０
年
分
の
土
地
の
管
理
費
用
相
当
額

と
し
て
、
原
則
２０
万
円
が
必
要
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
一
部
の
市
街
地
の
宅
地
、

農
用
地
区
域
内
の
農
地
、
森
林
な
ど
に
つ

い
て
は
、
面
積
に
応
じ
て
算
定
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

●相続土地国庫帰属制度のポイント●

・不要な土地だけを手放すことができる
ただし、以下のような土地は対象とならない

・建物や工作物等がある
・土壌汚染や埋設物がある
・権利関係に争いがある
・担保権等が設定されている
・通路など他人に使用されている
・管理・処分に過分なコストがかかる
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中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

再
加
入
時
の
損
金
算
入
を
制
限

■
本
年
１０
月
１
日
か
ら
適
用
■

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度
は
、
取
引
先
が
倒
産
し
た
際
に
、
中
小
企
業
が
連

鎖
倒
産
や
経
営
難
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
制
度
で
す
。令
和
６
年
度（
２
０
２
４

年
度
）税
制
改
正
に
よ
り
、本
年
１０
月
か
ら
契
約
を
解
約
し
、再
度
契
約
し
て
も
、解
約

日
か
ら
２
年
間
は
損
金
算
入
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、中
小

企
業
倒
産
防
止
共
済
の
再
加
入
時
の
損
金
算
入
の
制
限
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

■
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
の
概
要
■

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
が
運
営
す
る
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

制
度
は
、取
引
先
の
企
業
が
倒
産
し
た
際
、

連
鎖
倒
産
や
経
営
難
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
の
共
済
制
度
と
し
て
、
多
く
の
中
小

企
業
等
（
２
０
２
３
年
３
月
末
時
点
で
約

６２
万
社
）
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

共
済
掛
金
は
、
月
額
で
５
千
円
か
ら
２０

万
円
ま
で
の
範
囲
で
、
自
由
に
選
択
で
き

ま
す
。
そ
し
て
掛
金
の
総
額
が
８
０
０
万

円
に
達
す
る
ま
で
、
積
み
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
加
入
後
も
掛
け
金
の
増
額
や

減
額
が
で
き
ま
す
（
減
額
に
は
一
定
の
要

件
が
必
要
）。

ま
た
、
１
年
間
の
掛
金
を
一
括
納
付
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
。

取
引
先
が
倒
産
し
た
場
合
に
は
、
無
担

保
・
無
保
証
人
で
掛
金
の
最
高
１０
倍
（
上

限
８
０
０
０
万
円
）
ま
で
借
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
掛
金
の
納
付
月
数
が
４０
か
月
以

上
で
あ
れ
ば
、
掛
金
の
全
額
が
戻
っ
て
き

ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
取
引
先
が
倒
産
し
て
い
な

く
て
も
、
事
業
資
金
を
必
要
と
す
る
時
に

は
払
い
込
ん
だ
掛
金
の
範
囲
内
で
融
資
を

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

納
付
し
た
掛
金
は
、
事
業
所
得
の
必
要

経
費
ま
た
は
法
人
の
損
金
の
額
に
算
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
令
和
６
年
度
税
制
改
正
■

令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
解
約

直
後
の
再
契
約
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
令

和
６
年
１０
月
１
日
以
後
に
解
約
し
た
場

合
、
再
度
加
入
し
て
も
解
約
後
２
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
に
支
出
す
る
掛
金
の

損
金
算
入
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
令
和
６
年
１０
月
３１
日
に
解
約

し
、
翌
１１
月
１
日
に
再
加
入
し
た
場
合
、

令
和
８
年
１０
月
３１
日
ま
で
掛
金
を
損
金
に

算
入
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
、
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
背
景
に
は
、
共
済
制
度
を
不
適
切
に
利

用
す
る
加
入
者
の
増
加
が
あ
り
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
短
期
間
で
解
約
と
再
加
入
を

繰
り
返
す
と
い
う
も
の
で
す
。

加
入
期
間
が
３
〜
４
年
目
に
な
る
と
支

給
率
が
１
０
０
％
に
な
る
た
め
、
こ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
解
約
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。

中
小
企
業
庁
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
と
、
２
０
２
３
年
度
時
点
で
、
解

約
の
う
ち
３
年
目
、
４
年
目
で
解
約
し
た

加
入
者
の
割
合
は
約
３
割
に
上
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、
解
約
し
て
も
す
ぐ
に
再
加
入
す

る
と
い
う
動
き
も
み
ら
れ
ま
す
。
２
０
２

３
年
度
時
点
の
加
入
者
全
体
の
う
ち
再
加

入
者
は
１６
％
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
約
８
割
が
解
約
か
ら
２
年
未
満
で
再

加
入
し
て
い
ま
す
。

短
期
間
で
解
約
・
再
加
入
を
繰
り
返
す

理
由
と
し
て
は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
を

目
的
に
し
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
。
最
近

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
雑
誌
で
も
税
制
上

の
優
遇
措
置
か
ら
共
済
へ
の
加
入
を
勧
め

る
も
の
が
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま

た
加
入
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
こ
の

税
制
上
の
優
遇
措
置
が
あ
る
こ
と
が
加
入

の
決
め
手
で
あ
る
と
い
う
回
答
が
全
体
の

約
３
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
共
済
制
度
の
本

来
の
利
用
目
的
と
は
相
違
が
あ
る
た
め
、

令
和
６
年
度
税
制
改
正
で
は
、
再
加
入
時

に
一
定
の
制
限
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
改
正
は
、
令
和
６
年
１０
月
１
日
以
後
の

解
約
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

損金算入が
可能となる期間

解約から
２年後

■改正内容のイメージ■

再加入は可能
だが損金算入
できない期間

解約

損金算入が
可能となる期間

加入
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（１１月号） （４）

優
良
な
電
子
帳
簿
の
ス
ス
メ

〜
過
少
申
告
加
算
税
が
軽
減
〜

国
税
庁
は
こ
の
ほ
ど
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
優
良
な
電
子
帳
簿
の
ス
ス
メ
！
」を
公

表
。
過
少
申
告
加
算
税
が
軽
減
さ
れ
る
優

良
な
電
子
帳
簿
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て

次
の
よ
う
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
し
て
い
ま
す
。

電
子
帳
簿
保
存
法
と
は
、
税
務
上
保
存

が
必
要
な「
帳
簿
」、「
書
類
」を
パ
ソ
コ
ン

等
で
作
成
し
て
い
る
場
合
、
①
シ
ス
テ
ム

の
説
明
書
や
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
等
を
備
え
付

け
て
い
る
、
②
税
務
職
員
か
ら
の
デ
ー
タ

の
「
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
」
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
満
た
せ
ば
、
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
せ
ず
に
電
子
デ
ー
タ
の
ま
ま

保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

で
は
、「
優
良
な
電
子
帳
簿
」
と
は
何

か
と
い
う
と
、税
務
上
保
存
が
必
要
な「
帳

簿
」
に
つ
き
、
前
記
の
①
②
に
加
え
、
③

訂
正
・
削
除
・
追
加
の
履
歴
が
残
る
こ

と
、④
帳
簿
の
相
互
関
連
性
が
あ
る
こ
と
、

⑤
取
引
等
の
日
付
・
金
額
・
相
手
方
に
関

す
る
検
索
機
能
が
あ
る
こ
と
を
満
た
す
も

の
は
優
良
な
電
子
帳
簿
と
し
て
そ
の
帳
簿

に
関
連
す
る
過
少
申
告
が
あ
っ
て
も
、
過

少
申
告
加
算
税
の
割
合
が
原
則
１０
％
か
ら

５
％
に
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
（
法
定
申
告
期
限
ま
で

に
）
届
出
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
や
、

そ
の
課
税
期
間
の
最
初
か
ら
優
良
な
電
子

帳
簿
と
し
て
備
付
け
・
保
存
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

全
て
の
帳
簿
に
つ
い
て
要
件
を
満
た
す
必

要
は
な
く
、
一
定
の
帳
簿
に
限
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
優
良
な
電
子
帳
簿
に
係
る
過
少

申
告
加
算
税
の
５
％
軽
減
措
置
の
対
象
と

な
る
帳
簿
の
範
囲
は
、「
仕
分
帳
」、「
総

勘
定
元
帳
」、「
そ
の
他
の
必
要
な
帳
簿
」

と
な
り
ま
す
。

「
そ
の
他
の
必
要
な
帳
簿
」
の
具
体
例

と
し
て
は
、
所
得
税
・
法
人
税
の
場
合
、

売
上
帳
や
仕
入
帳
、
経
費
帳
、
売
掛
帳
、

買
掛
帳
、
受
取
手
形
記
入
帳
、
支
払
手
形

記
入
帳
、
貸
付
帳
、
借
入
帳
、
未
決
済
項

目
に
係
る
帳
簿
、
固
定
資
産
台
帳
、
繰
延

資
産
台
帳
、
賃
金
台
帳
、
有
価
証
券
受
払

い
簿
な
ど
を
提
示
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

全
て
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
は
な
く
、作
成
し
て
い
る
帳
簿
の
う
ち
、

具
体
例
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
要
件

を
満
た
し
て
い
れ
ば
良
い
と
し
て
い
ま
す
。

ホ
ン
ダ
の
創
業
者
で
あ
る
本
田
宗

一
郎
氏
は
、
静
岡
県
浜
松
市
に
立
ち

上
げ
た
小
さ
な
町
工
場
か
ら
「
世
界

の
ホ
ン
ダ
」
へ
と
発
展
さ
せ
た
「
型

破
り
の
経
営
者
」
と
し
て
知
ら
れ
ま

す
。
常
に
時
代
の
先
を
読
み
、
変
化

を
恐
れ
ず
、進
化
を
重
ね
て
き
た「
本

田
イ
ズ
ム
」は
、現
経
営
陣
に
も
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
▼
電
気

自
動
車
（
Ｅ
Ｖ
）
シ
フ
ト
に
よ
る
中

国
新
興
メ
ー
カ
ー
の
台
頭
な
ど
、
変

化
の
波
は
、
世
界
市
場
で
確
固
た
る

地
位
を
築
い
て
き
た
日
本
の
自
動
車

メ
ー
カ
ー
の
足
元
を
揺
る
が
し
て
い

ま
す
。
▼
変
化
の
波
に
対
応
す
る
た

め
、
ホ
ン
ダ
は
、
異
業
種
の
ソ
ニ
ー

と
Ｅ
Ｖ
新
会
社
を
設
立
し
た
り
、
ラ

イ
バ
ル
企
業
の
日
産
と
協
業
を
展
開

す
る
な
ど
、
大
胆
な
改
革
を
実
行
し

て
い
ま
す
。
▼
現
社
長
の
三
部
敏
宏

氏
は
雑
誌
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、

「
過
去
の
成
功
体
験
に
こ
だ
わ
っ
て

は
い
け
な
い
。
大
切
な
の
は
、
新
し

い
ホ
ン
ダ
を
作
っ
て
い
く
こ
と
」
と

答
え
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、「
変

革
は
当
然
リ
ス
ク
も
伴
う
が
、
そ
れ

を
リ
ス
ク
と
考
え
ず
、
成
長
の
チ
ャ

ン
ス
と
捉
え
て
、
前
向
き
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
、
真
の
改
革
は
実
行
で

き
な
い
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

１１ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★所得税の予定納税額の納付（第２期分）
納期限…１２月２日

★特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限…１２月２日
★所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…１１月１５日

★個人事業税の納付（第２期分）
納期限…１１月中において各都道府県の条例で定める日
★１０月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…１１月１１日

★９月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…１２月２日
★３月，６月，９月，１２月決算法人・個人事業者の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１２月２日
★法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１２月２日
★３月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）
申告期限…１２月２日

★消費税の年税額が４００万円超の３月，６月，１２月決算法
人・個人事業者の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消
費税〉
申告期限…１２月２日

★消費税の年税額が４，８００万円超の８月，９月決算法人を
除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告（７月決算
法人は２カ月分）〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１２月２日
―労 務―
★健保・厚保の保険料の納付 納期限…１２月２日

変化の波に対応
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